
Ⅵ　悪天候時等の対応について

　多摩地域に何らかの警報が出ている場合は、情報収集につとめ、安全に注意してください。

本校では、通学する生徒の安全を確保するため、原則として次の基準にしたがって授業開始等の

予定を変更します。

① 朝６時の時点で、昭島市に大雨、洪水、暴風、大雪警報のいずれかが発令されている場合

　 →自宅待機（１・２時限の授業は実施しない）

② 朝８時の時点で、上記の警報が解除された場合

　 →３時限目から授業を開始

③ 朝１０時の時点で、上記の警報が解除された場合

　 → ５時限目から授業を開始

④ 朝１０時の時点で、上記の警報が解除されなかった場合

　 → 自宅学習

⑤ 台風・大雪等に関する警報が解除されたにも関わらず、青梅線（青梅・立川間）が運転休止

　 の場合も上記①～④と同様の対応とします。

⑥ 青梅線（青梅・立川間）以外の交通機関が運転休止で、登校が困難な生徒の場合は、各自⑤

　と同様とします。

　気象情報については、気象庁のwebサイトを参照してください。情報によっては、市区町村別の

情報がわからないものもあります。

　学校に問い合わせの電話をすることなく、上記対応により、各自で状況を判断してください。ま

た、予定を変更する場合は本校のwebサイトへの掲載および緊急連絡用のメール（まちこみメール）

配信により、学校からの情報を発信します。

　なお、授業が行われる場合でも、登校が困難である場合や安全確保に不安がある場合（居住地域

に警報発令時等）には、自宅で待機してください。その場合は、後日登校したときに、担任に報告

すること。欠席・遅刻とはならないように配慮します。

※週休日（休業土曜日・日曜日）や祝日、長期休業中の活動等につきましても、上記原則に準ずる

　判断の下、各担当教員と連絡をとり、指導に従ってください。
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